
【あしけんスクール受講規定】 

 

足健検定®大学（通称：あしけんスクール、以下「当スクール」）の受講料に関する規約（以下「本規約」）

は、一般社団法人過労性構造体医学研究会（通称：Gバランス研究会、以下「当研究会」）によって実施される

当スクールのオンラインまたは教室での講座（以下「本講座」）および Web学習システム（以下「当システ

ム」）の利用、および認定資格更新のために必要な費用について定めるものです。本講座の受講希望者および

当システムの利用希望者は、あらかじめ本規約の内容を十分にご理解、ご了承頂いた上でお申込みくださいま

すようお願い致します。 

  

◆第１条（適用） 

・１項 本規約は、当研究会が運営・実施する本講座や外部での当研究会主催イベント等に参加する全ての会

員（以下「当会員」）が遵守すべき事項を定めたものです。 

・２項 当会員は本規約に同意した上で、受講料を支払うものとします。 

・３項 本講座および当システムの利用者が履修できる内容は、当研究会が定めた「あしけんスクール・ラン

ク別できること」（文末：資料※１）の通りとし、その内容に追加・変更・削除等が生じた場合は、当研究会

は受講者に対し通知することとします。 

  

◆第２条（申込） 

・１項 申込みは、当研究会所定の方法によるものとします。 

・２項 申込書等の不備、誤記、申請遅延等、もしくは本規約又は申込書等について、利用希望者による不

知、誤認があった場合、これらに起因する利用希望者の不利益は本人の責任とし、当研究会は責任を負いませ

ん。 

  

◆第３条（受講料及び支払い方法） 

・１項 受講料は、当研究会が定める金額とする（入学費用等はありません） 

 

●教材およびテキストを発送する通信講座 

   〔あしけん入門：コース区分 A-1〕 ４，９８０円（税込） 

   〔あしけん初級：コース区分 B-1から 10〕 各９，９８０円（税込） 

 

●Web 学習コース（オンライン受講）の場合 

《年間分一括払いを希望する方》 

   〔あしけん中級：コース区分 C-1a〕 １３，２００円（税込）/1年分 

〔あしけん上級：コース区分 D-1a〕 ２６，４００円（税込）/1年分 

〔あしけんプロ：コース区分 E-1a〕 ３９，６００円（税込）/1年分 

《月々の都度払いを希望する方》 

   〔あしけん中級：コース区分 C-1b〕 １，３２０円（税込）/ひと月あたり（1年で１５，８４０円） 

〔あしけん上級：コース区分 D-1b〕 ２，４２０円（税込）/ひと月あたり（1年で２９，０４０円） 

〔あしけんプロ：コース区分 E-1b〕 ３，５２０円（税込）/ひと月あたり（1年で４２，２４０円） 

 

 



●実践コース（オンラインと教室受講）の場合 

《年間分一括払いを希望する方》 

   〔あしけん中級：コース区分 C-2〕 ４６，２００円（税込）/1年分 

〔あしけん上級：コース区分 D-2〕 １３２，０００円（税込）/1年分 

〔あしけんプロ：コース区分 E-2〕 ２２４，４００円（税込）/1年分 

〔あしけんプロ：コース区分 E-3〕 ２６４，０００円（税込）/1年分 

※別途教材費は選択式で、お申込みは任意です 

《月々の都度払いを希望する方》 

   〔あしけん中級：コース区分 C-2〕 ３，８５０円（税込）/ひと月あたり（年間４６，２００円） 

〔あしけん上級：コース区分 D-2〕 １１，０００円（税込）/ひと月あたり（年間１３２，０００円） 

〔あしけんプロ：コース区分 E-2〕 １８，７００円（税込）/ひと月あたり（年間２２４，４００円） 

〔あしけんプロ：コース区分 E-3〕 ２２，０００円（税込）/ひと月あたり（年間２６４，０００円） 

※「サポーター教材の購入」および「認定およびサポート料」のお支払いは任意です 

 

・２項 利用希望者は、会費を当研究会の指定する方法（クレジットカート決済および口座振替）で支払う、

又は当研究会との合意の上でその他指定の方法で支払うものとします。なお、当研究会の指定する期日までに

支払いがない場合、会員サービスの申し込みキャンセルおよび停止希望をしたものと判断いたします。 

・３項 受講料の支払いにかかる手数料は、受講者負担となります。 

  

◆第４条（契約の成立） 

・１項 本講座受講および Web 学習システム利用の契約成立は、当研究会が利用希望者本人からの受講申込み

を受理し、受講料の納入を確認後、本人に対して受講方法および利用方法等をメールその他にて発信した時点

で成立となります。 

なお、利用希望者の使用する電話・メール等各種連絡手段の設定（受信許可・受信拒否設定など）により、通

知の受け取りが確認できなかった場合、当研究会と協議の上、契約成立を決定するものとします。 

・２項 前項の成立は、資格の取得を保証するものでなく、あくまで当研究会の定める基準にそって認定を授

与するものとします。なお、当研究会が認定目的に定めた本講座を受講できなかった場合であっても、受講者

の交通費・宿泊費等その他の負担等について当研究会はその賠償を賠償する義務を負わないものとします。 

 

◆第５条（中途解約について） 

・1 項 解約を希望する場合、次回決済の「当月 5日」までにスタッフにお申し出ください。 

例：2022年 3 月 26日が次回決済日の場合、2022 年 3月 5日までにお申し出ください。 

月割・日割精算等による返金を含めた一切の返金は行われません。 

 

◆第６条（免責） 

・１項 本講座および Web 学習システム（当システム）は、当会員が専門的な知識や技術を習得すること、又

は資格保持することを永続的に保証するものではありません。 

・２項 本講座および当システムで得たノウハウ、知識、技術・手法を当会員が利用する場合は、自己の判断

と責任において行うものとし、その有効性、通用性、完全性、情報の正確性について、当研究会はいかなる責

任を負うものではなく、保証をするものではありません。併せて、その利用に際して生じた当会員の損害につ

いて当研究科は一切の責任を負いません。 

 



◆第７条（Web 学習システムについて） 

・１項 本講座および Web 学習システム（当システム）の利用は、当会員自身が利用に必要なインターネット

環境等を整えることを前提としています。そのため、インターネット環境構築のサポートには当研究会は一切

関与しないこととします。 

・２項 利用資格を有する当会員が当システムを外部で利用する場合、その通信環境の有無に関して、当研究

会は関与しないこととします。また、通信環境の不備に際して生じた受講者の損害について当研究会は一切の

責任を負いません。 

・3 項 当システムで閲覧できる情報、および当会員が取得したすべての情報（文字・画像・映像等）は全て当

研究会が著作権管理をしているものです。そのため、当研究会が定める「自己学習」「営業活動」「講師活動

ツール」以外の目的での 2次利用（複製・転用・商用利用・インターネット上での利用）は一切禁止しており

ます。 

 

◆第８条（認定の更新について） 

・1 項 当研究会が「認定」を与える対象者は、本講座および当システムの利用を経て、所定の認定基準を達成

した者に与える者とする 

・2 項 正しい情報提供、適正な接客技術レベルの更新を目的とし、1年に 1 回の本講座受講をもってその認定

資格を更新できるものとする 

 

◆第９条（秘密情報等） 

・１項 本規約の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報（以下「秘密情報等」）とします。 

・２項 秘密情報とは、当会員が当研究会から提供された情報及び本規約に関連する情報であって、ノウハ

ウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいいます。但し、そ

のうち開示することとなった当研究会が書面によって事前に承諾した情報については除外します。 

・３項 個人情報とは、当会員が当研究会から提供された情報及び本規約に関連する情報、並びに当研究会関

係者に関する情報の内、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、

符号、画像、音声その他の記述等により特定の個人を識別できるもの（当該情報だけでは識別ができない場合

であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなる

ものを含みます）をいいます。 

  

◆第１０条（秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止） 

・１項 当会員は、秘密情報等について、厳に保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、又、本規約

の目的以外に使用してはいけません。 

・２項 前項に違反し、損害の発生が発覚した場合、当研究会は被った損害の賠償を当会員に対し請求するこ

とができます。 

  

◆第１１条（知的財産権の取扱い） 

当研究会の活動に係る秘密情報等その他一切の情報、本講座において当会員に提供される教材、文書、印刷

物、ソフトウェアその他データに関する著作権、特許、商標、意匠、ノウハウ及びその他のすべての財産権

（以下「本著作物等」）など、一切の権利は当研究会又は、当研究会が許諾する第三者に帰属し、かつ当会員

には移転しないものとします。 

ホームページや書籍等で開示している内容に関しても同様です。 

  



◆第１２条（禁止行為） 

・１項 当会員は、次の各号に該当する行為をしてはいけません。なお、当会員が本条項に反した行為を行っ

た場合、当研究会は直ちに当該会員との契約を解除することができ、当研究会に損害が発生した場合は、損害

賠償を請求することができます。 

①当研究会又は当協会関係者の財産、著作権その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為。 

②当研究会で得たノウハウ、知識、技術・手法を無断で改変、又は販売し、もしくは自身が開発したものであ

るかのように利用する行為。 

③当研究会、またはその関係者を誹謗中傷、名誉を傷つける行為。 

④本講座の進行を妨げ、又はその他の受講者の迷惑となる行為。 

⑤その他前各号に準ずる行為。 

・２項 前項の規定により受講契約の終了が確定した場合、当該会員は当研究会に対して未処理役務の提供、

受講料の返金等の請求はできません。 

  

◆第１３条（反社会的勢力に関する事項） 

当研究会および会員の双方は、その名称・名義のいかんを問わず、市民社会の秩序や安全を不法な暴力や威力

を背景に脅かす反社会勢力団体（暴力団、その他不当な要求をする団体等）、あるいはそれらの構成員が、自己

の組織または経営に関し、法律上はもとより事実上も関係を有さないことを原則とします。 

また将来、反社会勢力団体、あるいはそれらの構成員が、当研究会の組織または運営に関与しようとした場

合、断固としてこれを排除し、場合によっては法的措置に移行するものとします。 

 

◆第１４条（協議） 

本規約に定めのない事項、又は解釈に疑義が生じた条項については、当事者間で誠意をもって協議し処理解決

するものとします。 

  

◆第１５条（準拠法） 

本規約は、日本法に準拠します。 

本講座の開催にあたっては、「医師法」ならびに「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律」（以下、薬機法）に觝触することの無いよう注意を払うこととします。 

また、当会員個人の言動やインターネット投稿等により、法的な問題が発生した場合、当研究会は一切の責任

を負いません。 

 

◆第１６条（合意管轄） 

本規約に関して紛争・訴訟が生じた場合は、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

  

令和３（２０２１）年１２月４日制定・施行 

令和４（２０２２）年１０月１８日 第 3条 1項を改定 

 

  

  

※一般社団法人 Gバランス研究会が監修する「あしけん大学」が指導しする施術内容やケア方法、サポーター

類の使用方法は、治療を目的とした医療（類似）行為ではありません。 

本講座でお伝えする施術内容およびケア方法は、本病になる前の「未病状態」を改善することを目的とし、

「足裏から全身を重力とのバランスで整える」健康促進行為として情報提供しております。 

そのため、いかなる場合であっても医師や専門家の診断や指導を妨げることはありません。 

  



【資料※１】 

 

 

【資料※２】 

 


